
徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業補助金交付要綱  

 

（補助金の交付） 

第１条 知事は、物価高騰や人口減少等の影響により、地域公共交通を取り巻く環境が

一層厳しくなっている背景を踏まえ、県内の公共交通の維持及び確保のため、公共交

通事業者が行う特性を活かした収益力の向上や高付加価値化による「稼ぐ力」を高め

る取組の促進に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その

交付については、徳島県補助金交付規則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

 

（定義）  

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 （１）「乗合バス事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。）第３条 

第１号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 

 （２）「鉄道事業者」とは、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号。）第２条第２項 

に定める第一種鉄道事業を経営する者をいう。 

 （３）「タクシー事業者等」とは、道路運送法(昭和２６年法律第１８３号)第３条第

１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者及びこれらの者を

構成員に含む団体をいう。 

 

（補助対象経費） 

第３条 この補助金の補助対象経費は、徳島県内に事業所等を有する乗合バス事業者、

鉄道事業者、タクシー事業者等又はこれら事業者と他分野の事業者等により構成され

る共同体が行う公共交通の特性を活かして収益力の向上や利便性向上、利用促進につ

ながる取組に必要な経費とし、その内容は別表の「補助対象経費」のとおりとする。

ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助の対象としない。  

 

（補助率等）  

第４条 補助率及び上限額は別表のとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（対象期間） 

第５条 補助対象期間は令和８年４月１日から令和９年２月２６日までとする。 

 

（補助金の交付申請）  

第６条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。  

２ 規則第３条に知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。  

（１）事業計画書（様式第２号）  

（２）収支予算（見込）書（様式第３号）  



（３）補助金所要額調書（様式第４号）  

（４）誓約書（様式第５号）  

（５）その他知事が必要と認める書類 

３ 補助金の交付の申請をするに当たって、補助事業実施主体において当該補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 (補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入に

係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下

「消費税等仕入控除税額」という。）がある場合は、これを減額して交付申請しなけ

ればならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、

この限りでない。  

 

（補助金の交付の条件）  

第７条 規則第５条第１項各号に掲げる事項、規則第１５条の２に規定する事項及び次

の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。  

（１）交付を受けた補助金については、公共交通の特性を活かして、収益力の向上や  

利便性向上、利用促進につながる取組に資する目的に従って、効率的な運用を図

ること。  

 （２）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後にお  

いても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図

ること。  

 （３）知事の承認を受けて財産処分を行う場合には、補助金の全部又は一部を県に返  

還させることがあること。  

 （４）事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税  

等仕入控除税額が確定した場合は、様式第６号により速やかに知事へ報告しなけ

ればならないこと。この場合において、知事は、消費税等仕入控除税額の全部又

は一部を返還させることがある。  

 （５）この補助金と重複して、各府省が実施する国庫負担(補助)制度による補助金の  

交付または県からの同種の補助金等を受けてはならない。  

 

（軽微な変更）  

第８条 規則第５条第１項第１号の知事の定める軽微な変更は、各経費相互間におい 

て、それぞれの経費の配分額の２０パーセントの範囲内での変更とする。  

２ 規則第５条第１項第２号の知事の定める軽微な変更は、補助金額に変更のないもの

で、補助事業の目的を変更しない事業計画の細部な変更とする。  

 

（変更の承認の申請等）  

第９条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けようと

する者は、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第７号）を知事に提出しな

ければならない。  



２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。  

 （１）事業変更（中止・廃止）計画書（様式第８号）  

 （２）収支予算（見込）書（様式第３号）  

 （３）補助金（変更）所要額調書（様式第９号）  

 （４）その他知事が必要と認める書類  

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由

及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。  

 

（実績報告書等）  

第１０条 規則第１１条の実績報告書は、様式第１０号による。  

２ 規則第１１条の知事の定める書類は、次に掲げるとおりとする。  

 （１）事業実績報告書（様式第１１号）  

 （２）収支決算書（様式第１２号）  

 （３）その他知事が必要と認める書類  

３ 規則第１１条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を

受けた日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の

２月２６日のいずれか早い期日までにしなければならない。  

４ 第６条第３項ただし書により交付の申請を行った補助事業者は、第１項の実績報告

書の提出前に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、

これを交付金額から減額するよう手続を行うものとする。  

５ 第６条第３項ただし書により交付の申請を行った補助事業者は、第１項の実績報告

書の提出後において、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等

相当額が確定した場合においては、当該金額を様式第６号により、速やかに知事に報

告しなければならない。  

６ 前項の場合において、知事は、補助金を返還させることが相当であると認めるとき

は、補助事業者に対して、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる

ものとする。  

 

（補助金の請求）  

第１１条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第

１３号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければな

らない。  

 

（補助金の支払）  

第１２条 知事は補助事業者に対して、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金

を支払うものとする。  

 

（補助金の概算払）  

第１３条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補

助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。  



２ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金

請求書（様式第１３号）に理由書を添えて知事に提出しなければならない。  

 

（書類の保管）  

第１４条 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は

廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。  

 

（財産処分の制限）  

第１５条 規則第１７条第２号の知事が定める財産は、取得価格の単価が５０万円以上

のものとする。 

２ 規則第１７条ただし書きの知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令(昭和４０年大蔵省令第１５号)で定めている耐用年数とする。 

３ 規則第１７条に規定する知事の承認を受けようとする者は、財産処分承認申請書(様

式第１４号)を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、規則第１７条の規定に基づいて財産の処分を承認した場合において、当該

承認を受けた補助事業者が当該承認に係る処分により収入があったと認めたときは、

当該補助事業者に対して、その収入に相当する額の全部又は一部を県に納付させるも

のとする。  

 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項について

は、知事が別に定める。  

 

   附 則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



別表 

 

 

 

補助対象経費 補助率 上限額 

公共交通の特性を活かして収益力の向上や利

便性向上、利用促進につながる取組に必要な

経費 

補助対象経費の３

分の２以内 

一補助対象経費あ

たり 5,000 千円 

備考 

この表に掲げる経費に該当する場合であっても、用地費、貸付金及び保証金、事業目的

以外の用途に使用可能な汎用性の高い備品並びに本事業と直接的な関連性を有しない

施設整備については、補助の対象としない。  



様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

 

 徳 島 県 知 事 殿 

 

 

                                      住 所 

事業者等の名称 

代表者の職・氏名  

 

補助金交付申請書 

 

 補助金の交付を受けたいので、徳島県補助金交付規則第３条の規程により、次の

とおり関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 事業名            年度徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業 

 

  ２ 交付申請額  金          円 

 

 ３ 関係書類 

 （１）事業計画書（様式第２号） 

 （２）収支予算（見込）書（様式第３号） 

 （３）補助金所要額調書（様式第４号） 

 （４）誓約書（様式第５号） 

 （５）その他知事が必要と認める書類 

 

 ４ 担当者の氏名、連絡先 

 

   氏名          連絡先 



様式第２号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

事 業 計 画 書 

 

１ 申請者の概要 

団体名  

代表者名  

責任者名・役職  

担当者名・役職  

電話番号  

メールアドレス  

共同体の場合は、構

成する全ての団体

の団体名、代表者

名、住所、連絡先を

記載 

 

 

 

※公共交通事業者以外の団体においては、業務概要、直近の決算状

況が分かる資料を添付すること。 

 

２ 計画の概要 

①事業名 年度徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業 

②実施目的 

 

 

 

 

 

 

③事業内容 

 

（事業内容） 

 

 

 

 

（実施期間） 

 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日 

④収益力の向上

や、利便性向上、

利用促進の効果 

 

⑤継続性のある事

業展開への工夫 

 

⑥実施体制  

⑦事業実施にかか

る法令（必要な場

合） 

 

 

 ※事業内容の詳細がわかる補足資料を添付すること。 



様式第３号（第６条、第９条関係） 

 

収支予算（見込）書 

 

（１）収入                                                     （単位：円） 

 

項 目 

 

予算額 

 

積算内訳 

   

 

 

合 計 

 

 

  

 

 （２）支出                                                     （単位：円） 

 

項 目 

 

予算額 

 

積算内訳 

   

   

   

 

 

合 計 

 

 

  

 



（単位：円)

総事業費
寄附金その他
の収入額

差引額 対象経費 交付基本額 交付所要額

（Ａ－Ｂ） 支出(予定)額
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

計

※交付基本額Ｅ欄には差引額Ｃ欄と対象経費支出(予定)額Ｄ欄とを比較し、少ない額を記入すること。
　また、交付所要額Ｆ欄には、交付基本額Ｅ欄の1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。

実施事業

補助金所要額調書

様
式
第
４
号
（
第
６
条
関
係
）



様式第５号（第６条関係）  

 

年  月  日  

 

 

 徳 島 県 知 事 殿  

 

 

誓  約  書  

 

                                      住 所  

                                      事業者等の名称  

                                      代表者の職・氏名  

 

 徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業補助金の申請を行うにあたり、次の

内容について、すべて誓約します。  

 この誓約書の内容と事実が反することが判明した場合には、当該事実に関して徳島県

が行う一切の措置に対して異議の申し立てを行いません。 

（共同体で申請する場合） 

なお、当共同体を構成するすべての団体においても、次の内容をすべて誓約します。 

 

 １ 当社は、補助対象事業者としての申請要件を満たすほか、その他の申請要件を全て   

満たしています。  

 ２ この補助金と重複して、各府省が実施する国庫負担（補助）制度による補助金の交  

付または県からの同種の補助金等を受けていません。  

 ３ 申請内容に虚偽が判明した場合は、補助金の返還及び加算金の支払いに応じます。 

 ４ 徳島県から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合、これに応じます。 

 ５ 補助対象となっている物品の調達や公示の見積書作成・契約に際し、不正はありま  

せん。取得財産や経理等関係書類については、要領に基づき適切に整備保管・管理し  

ます。  

 ６ 自己又は自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありませ  

ん。また、次に掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個  

人ではありません。  

（１）暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業  

（２）総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等  

（３）暴力団員でなくなってから５年を経過していない者  

（４）その他前各号に準ずる者  

 ７ 当社（個人である場合私）は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行  

為も行いません。  

（１）暴力的な要求行為  

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為  

（３）取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為  

（４）風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方  

の業務を妨害する行為  

 ８ 誓約書の内容について、徳島県が徳島県警察本部に照会することを承諾します。  

 ９ 要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の交付を受けた事業者  

名等の情報を公表されることに同意します。  



様式第６号（第７条関係、第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

 

 徳 島 県 知 事 殿 

 

 

                                      住 所 

                                      事業者等の名称 

                                      代表者の職・氏名 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業補助金交付要綱第７条の規定に

より、次のとおり報告します。 

 

１ 規則第１２条の規定に基づく補助金の額の確定額 

                                              金                      円 

 

２ 補助金の額の確定時に減額した仕入れに係る消費税相当額 

                                               金                      円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

                                 金                      円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

                                 金                      円 



様式第７号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

 

 徳 島 県 知 事 殿 

 

                                      住 所 

                                      事業者等の名称 

                                      代表者の職・氏名 

 

徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 補助事業の変更（中止・廃止）の承認を受けたいので、徳島県地域公共交通物価

高騰対策収益力強化事業補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり関係書類

を添えて申請します。 

 

 １ 事業名            年度徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業 

 

  ２ 補助事業の交付指令番号 

      年  月  日付け徳島県指令  第   号 

 

 ３ 関係書類 

  （１）事業変更（中止・廃止）計画書 

  （２）収支予算（見込）書 

  （３）補助金（変更）所要額調書 

  （４）その他知事が必要と認める書類 

 

 ４ 担当者の氏名、連絡先（個人の場合は、連絡先のみ御記入ください。） 

 

   氏名          連絡先 



様式第８号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

事業変更（中止・廃止）計画書 

 

１ 申請者の概要 

団体名  

代表者名  

責任者名・役職  

担当者名・役職  

電話番号  

メールアドレス  

共同体の場合は、構

成する全ての団体

の団体名、代表者

名、住所、連絡先を

記載 

 

 

 

※公共交通事業者以外の団体においては、業務概要、直近の決算状

況が分かる資料を添付すること。 

 

２ 計画の概要 

①事業名 年度徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業 

②実施目的 

 

 

 

 

 

 

③事業内容 

 

（事業内容） 

 

 

 

 

（実施期間） 

 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日 

④収益力の向上

や、利便性向上、

利用促進の効果 

 

⑤継続性のある事

業展開への工夫 

 

⑥実施体制  

⑦事業実施にかか

る法令（必要な場

合） 

 

 

 ※変更箇所は、赤文字としてください。 



（単位：円)

総事業費
寄附金その他
の収入額

差引額 対象経費 交付基本額 交付所要額

（Ａ－Ｂ） 支出(予定)額
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

計

※交付基本額Ｅ欄には差引額Ｃ欄と対象経費支出(予定)額Ｄ欄とを比較し、少ない額を記入すること。
　また、交付所要額Ｆ欄には、交付基本額Ｅ欄の1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。

実施事業

補助金（変更）所要額調書

様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）



様式第１０号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

 

 徳 島 県 知 事 殿 

 

 

                                      住 所 

                                      事業者等の名称 

                                      代表者の職・氏名 

 

徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業補助金実績報告書 

 

  補助事業が完了したので、徳島県補助金交付規則第１１条の規定により、次の関

係書類を添えて報告します。 

 

 １ 事業名   年度徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業 

 

  ２ 補助事業の交付指令番号 

      年  月  日付け徳島県指令  第   号 

 

 ３ 関係書類 

  （１）事業実績報告書 

  （２）収支決算書 

  （３）その他知事が必要と認める書類 

 

  ４ 事業完了年月日 

     年 月 日 

 

 ５ 担当者の氏名、連絡先（個人の場合は、連絡先のみ御記入ください。） 

 

   氏名          連絡先 



様式第１１号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

 

事 業 実 績 報 告 書 

 

 

                                    住 所 

                                    事業者等の名称 

                                    代表者の職・氏名 

 

 

①事業名 年度徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業 

②実施目的 

 

 

 

 

 

 

③事業内容 

 

（事業内容） 

 

 

 

（実施期間） 

 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日 

④事業を実施した

ことにより得られ

た、収益力の向上

や、利便性向上、

利用促進に関する

効果 

 

 ※事業内容の詳細がわかる補足資料を添付すること。 

 

 

 担当者の氏名、連絡先（個人の場合は、連絡先のみ御記入ください。） 

 

 氏名             連絡先 

 



様式第１２号（第１０条関係） 

 

収支決算書 

 

（１）収入                                                （単位：円） 

 

項 目 

 

決算額 

 

積算内訳 

   

 

 

 

 

 

合 計 

 

 

  

 

 （２）支出                                                （単位：円） 

 

項 目 

 

決算額 

 

積算内訳 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

合 計 

 

 

  

 



様式第１３号（第１１条関係）  
 

受理日付印   

 

 

       補 助 金 請 求 書  

                                    

 

 

 

                      請求日      年   月   日 

 

  徳  島  県  知  事   殿  

 

              請  求  者  

               住  所   

               事業者等の名称  

               代表者の職・氏名  

                     法 人 に あ っ て は ､主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 名 称 並 び に 代 表 者 の 氏 名  

 

      

 

右 の 金 額 を

請求します。  

請求

金額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円  

 

 

 

摘            要  

補 助 事 業 名  

補 助 指 令 金 額   

補助指令年月日   

補 助 指 令 番 号  

 

補 助 額 

既 受 領 額  

今回請求額   

残    額   

 

請 求 区 分 

 

 

1 精  算   2 概  算     

 

 

口座振替先  

 金融機関名（           ）店舗名（          ）  

 預金種目（  1 普通  2 当座  9 その他  ）  

 

 

 

 

 

  

 

 口座番号         （右づめ）  

  口座名義（カタカナ書き）  

     （                             ）  

 発行責任者及び担当者（個人の場合は、担当者欄に連絡先のみ御記入ください。）  

 氏  名  連絡先  

発行責任者    

担当者    



  

様式第１４号（第１５条関係） 

  年  月  日 

 

 

徳 島 県 知 事 殿 

 

 

住 所  

事業者等の名称  

代表者の職・氏名          

 

 

取得財産等の処分承認申請書 

 

補助事業により取得した財産の処分の承認を受けたいので、徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力

強化事業補助金交付要綱第１５条第３項の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 補助事業名 

     年度徳島県地域公共交通物価高騰対策収益力強化事業補助金 

 

２ 補助金の交付の指令番号 

     年  月  日付け徳島県指令  第  号 

 

３ 取得財産の品目及び取得年月日 

 

４ 取得価格及び時価 

 

５ 処分の方法 

 

６ 担当者の氏名、連絡先 

氏名              連絡先                   

 


